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「田辺市開発指導要綱に関する技術的整備基準」 

 

第１章 基本理念  

   田辺市開発事業の指導要綱（以下「要綱」という。）の基本方針に基づき、良好で機能 的

な市街地の形成を図るとともに、開発事業前の自然の状態を保全するため、開発地に一定の水

準を確保することを目的として技術的基準を定めるものである。 

   

  第２章 技術的整備基準 

   技術的整備基準は、次に掲げる法令その他技術書に示された基準及び細則とする。 

   なお、その適用は、開発事業届提出時における最新の法令及び基準とする。 

   （１）都市計画法による許可基準（同法第 33条並びにこれに基づく政令及び省令） 

   （２）宅地造成等規制法による技術基準（同法第９条並びにこれに基づく政令、省令及び    

田辺市宅地造成等規制法施行細則） 

   （３）「都市計画法及び宅地造成等規制法に基づく技術的基準」（田辺市作成） 

   （４）社団法人全国住宅宅地協会連合会の編集による「宅地造成技術」（国土交通大臣認    

定宅地造成技術講習会テキスト） 

   （５）宅地防災研究会の編集による「宅地防災マニュアルの解説」  

   （６）森林法の適用を受ける場合は、林地開発許可制度の基準   

   （７）良好な生活環境を確保するために、関係法令に基づき本市が独自に定めた「田辺市    

開発指導要綱運用細則」          

    ・農地の開発は、農林水産省農村振興局監修の土地改良事業設計基準をその技術根拠と   

するものとする。 

    ・林地の開発は、日本治山治水協会編集の保安林林地開発許可業務必携をその技術根拠と

するものとする。 

◎開発目的が農地や林地の開発であっても、和歌山県の処分場指定を受ける残土処分場の

開発は上記（１）から（７）の技術基準及び和歌山県が指定する｢建設発生土の処分場指

定に係る技術基準｣によって設計するものとする。 

    ◎3,000m

2

以上の土砂等の埋立て等（特定事業）については、和歌山県「産業廃棄物の保管

及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例」による許可が必要となります。 

 

  第３章 田辺市開発指導要綱運用細則 

  〔１〕１区画の最小面積 

    ・計画に当たっては、1 区画の最小面積を 130 ㎡程度以上とし、標準宅地は 150 ㎡とする。 

   

〔２〕計画人口及び計画戸数 

    ・１区画又は１戸の計画人口は、４人とする。 

    ・計画戸数は、計画区画数をもってその戸数とする。 

    ・予定建築物（分譲マンション）が決定している場合は、その戸数をもって計画戸数    

とする。 
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    ・１区画とは、１宅地として区画された 300 ㎡以下の宅地で、300 ㎡を超えるものは大区

画とし、計画人口及び計画戸数は次式による（小数点以下切捨）。 

       計画人口＝（大区画の面積の和÷200 ㎡）×４人 

           計画戸数＝ 大区画の面積の和÷200 ㎡    

 

  〔３〕道路の構造 

      ・開発規模別の道路は、「都市計画法及び宅地造成等規制法に基づく技術的基準」に基    

づき、道路配置と幅員決定を行わなければならない。 

      ・袋路状道路は、田辺市の定める「宅地造成工事における道路等の担保指針」に基づ    

いて計画しなければならない。 

    ・8ｍ以上の道路は歩車道を分離し、歩道にあっては 2ｍ以上、自歩道にあっては 3    

ｍ以上の幅員とする。 

      また、歩道は縁石又は防護柵その他の工作物により分離すること。 

    ・歩道の形式は、フラット又はセミフラットとする。 

    ・電柱等を道路又は歩道内に建柱する場合は、有効道路幅員を侵してはならない。 

    ・歩道を有する道路に面する宅地は、あらかじめ進入口を確保すること。 

       進入口の基準幅（専用住宅 4ｍ、併用住宅 6ｍ、その他別途協議） 

    ・幅員及び断面構成は、安全かつ円滑で交通に支障を及ぼさない構造とする。 

    ・路面は、アスファルト舗装又はこれに準じるもので舗装しなければならない。 

      ・必要に応じて、交通安全施設等の付帯施設を設置しなければならない。    

                       

  〔４〕既存道路及び進入道路 

    ・既存道路は、「都市計画法及び宅地造成等規制法に基づく技術基準」に基づき、か    

つ道路法第３条第２号から第４号までの幅員 4ｍ以上の公道でなければならない。 

    ・進入道路は、開発区域内の主要な道路と同じ幅員及び構造とし、開発面積に含める    

ものとする。 

    ・既存道路と進入道路との接続に際しては、道路管理者と協議し、県公安委員会の意    

見を聴かなければならない。 

  

 

 

 

 

   開 発 区 域 

 

 

 

       

   ←進入道路                  

      

                 既存道路（幅員４ｍ以上の公道） 
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〔５〕道路の取付け 

    ・道路の取付部は、水平区間及び縦断曲線（ＶＣ）を設置し、道路構造令に準じるも    

のとする。 

主要な道路又は

開発区域外道路

20m以上

20m以上のVCL

主要な道路又は

接続する道路

 

   

  

区画　街路

5m以上

10m以上のVCL
 

   

  〔６〕道路側溝 

    ・路面及び宅地等の排水量を十分検討するとともに、維持管理が容易にできる形状と    

すること。（設計荷重、条件等を考慮し二次製品を使用してもよい。） 

    ・横断水路はグレ－チング（Ｔ＝25ｔ、固定式、滑り止め）を基準とする。 

    ・宅地進入口における障害者等への配慮のため、垂直の段差を持つＬ型側溝は使用し    

てはならない。 

    ・側溝を街渠形式とする場合は、段差 5 ㎝以内の乗り入れブロック等を使用して街渠    

を造らなければならない。 

     また、その場合の雨水桝の間隔は 15ｍ以内とする。 

    ・側溝蓋においてコンクリ－ト蓋を設置する場合は、3ｍ毎にグレ－チング（Ｌ＝0.5ｍ）

を設置し、車道においてはすべてＴ＝25ｔ対応とする。 

     ただし、流速 2.0ｍ／秒以上又は水路勾配 4％以上の側溝においては、グレ－チ    

ング間隔を 5ｍ毎とすることができる。 

３ｍ毎の配置例 

0.5m 3.0m

2.5m

コンクリート蓋5枚

 

     ・自由勾配側溝等の二次製品を使用する場合のグレ－チングは、平均値として上記の    

基準に適合するように配置するものとする。 

    ・歩行者（特に障害者等）に対する配慮が必要な箇所のグレ－チングは、細目とする。 
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 〔７〕排水構造物 

    ・排水構造物は、設計荷重、条件等を考慮し二次製品を使用してもよい。 

    ・マンホ－ルの構造は、円形又は角形のコンクリ－ト又は鉄筋コンクリ－ト造とし、    

蓋は円形の鋳鉄製で蝶番式（密着型）で、盗難防止対策を施したものとする。 

    ・荷重は、Ｔ＝25ｔ対応とする。 

    ・マンホ－ルにおける管渠の段差が 60 ㎝以上となるときは、副管を設置するものと    

し、その副管の径は、150 ㎜を最低とする。 

   

  〔８〕公 園 

    ・都市計画法施行令（以下「令」という。）第 25条第６号及び第７号、都市計画法施行規

則第 21 条及び第 25条並びに要綱第 25条の規定に基づき整備する。 

    ・開発行為の完了した区域に隣接して同一の開発事業者が開発しようとする場合は、    

その区域を含めて 3,000 ㎡以上となるときは、この基準を適用する。                 

   １．公園の位置 

    ・公園の位置は、地形その他環境条件に適合し、住民が安全かつ有効に利用できるよ    

う適正に配置されているとともに、他の公共公益施設（防火水槽を除く。）の敷地    

及び地役権等（送電線及び市が認可した電柱等を除く。）が設定されている敷地を    

含まないこと。 

   ２．公園の形状 

    ・公園の形状は、正方形又は長方形のまとまりのある整形で、一辺以上が道路に接し    

遊具等の施設が有効に配置できる勾配（0.4％以下）でなければならない。 

     また、法面（接道する一辺以内の道路縦断勾配に起因する三角法面及び公園敷地造    

成のためのヨウ壁法面を除く。）及び斜面は、有効公園面積に含めない。 

   ３．公園敷地造成 

    ・公園敷地は、主として接道する法面以外の法面をヨウ壁で造成し、さらに瓦礫等を    

含まない山土を表土として整地し、排水に留意した勾配（0.4％以下）にするとともに、

必要に応じて排水施設を設けるものとする。 

   ４．公園施設 

    ・公園の周囲には、高さ 1.5ｍ以上のパイプフェンス（亜鉛メッキ同等以上）又は塀を設

けて利用者の安全を図るとともに、出入り口に車止め（可動式）を設置すること。 

    ・公園には、その面積に関係なく、出入口付近に給水施設（φ20 ㎜）を引き込んでおくこ

と。（第１止水まで、量水器は不要） 

    ・公園敷地が 1,000 ㎡以上のときは、出入口を２ヶ所以上設ける。 

    ・２以上の出入口を設けるために、進入路を必要とする場合は、その幅員を 4ｍ以上    

とし、進入路は公園面積に含まないものとする 

    ・公園と民地との境界には、10㎝角のコンクリ－ト境界杭及び刻みを設けること。 
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〔９〕消防水利施設 

    ・消防水利施設を整備する場合は、田辺市消防本部開発指導基準に基づくこと。 

 

 〔１０〕浄化槽の放流水の処理基準 

    ・要綱第 22 条第２項に規定する放流水の処理基準は、生物科学的酸素要求量（ＢＯ    

Ｄ）で定めるものとし、放流水への適用は 20ｐｐｍ以下とする。 

   

 〔１１〕ゴミ集積所 

    ・要綱第 26条第２項に規定するゴミ集積所の施設は、下図を基準とする。 

    ・ゴミ集積所の配置基準については、収集業務が容易に行えるよう、開発事業地に最    

低 1 ヶ所かつ 10 戸から 15 戸につき 1 ヶ所を基準として、配置するものとする。 

     また、施設内に水等が溜まらないよう排水には十分に配慮すること。 

    ・側溝に面したゴミ集積所は、その前面はすべてグレ－チングとすること。 

    ・自由勾配側溝等がゴミ集積所の前面に施工される場合のグレ－チングは、上記の基    

準に最も近い形態になるように配置するものとする。 

    ・ゴミ集積所が居住者に必要となるまでは、ベニヤ板等で密閉し、不法投棄の対策を    

講じること。 
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  〔１２〕集会所 

    ・事業者は、その開発規模に応じて要綱第 27 条に規定する集会所を、別表及び集会    

所設置基準に基づき整備しなければならない。 

    ・集会所用地は、住民が有効に利用できる位置で正方形又は長方形のまとまりのある    

整形で、その一辺以上が幅員 4ｍ以上の道路に 4ｍ以上接続しなければならない。 

     また、進入路を必要とする場合には、その有効幅員は 4ｍ以上とし、進入路は集会    

所用地面積には含めないものとする。 

    ・開発区域の入居者が集会所の使用を開始しようとする場合は、自治会を組織した上    

で市と集会所業務委託契約を結ぶものとし、それまでの間は、当該集会所を市管理    

とし、入居者が使用できない旨を事業者は重要事項説明書に明記すること。 
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    ・事業者は、集会所の完了検査に合格した後、その表示登記に必要な書類を添えて、     

集会所をすみやかに市に寄附するものとする。 

   別表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸数区分    項目 

 

施設数 

 

用  地 

 

建 築 物 

 

 計画戸数５０戸～ 

 ８３戸の開発事業 

 

 

１ 

 

１７０㎡以上 

 但し、平地面積 

 

床面積８５㎡以上で詳細は 

集会所設置基準による。 

 

 計画戸数８４戸～ 

 １１７戸の開発事業 

 

 

１ 

 

２００㎡以上 

 但し、平地面積 

 

床面積１００㎡以上で詳細 

は集会所設置基準による。 

 

 計画戸数１１８戸～ 

 １５０戸の開発事業 

 

 

１ 

 

２３０㎡以上 

但し、平地面積 

 

床面積１１５㎡以上で詳細 

は集会所設置基準による。 

 

 計画戸数が１５１ 

 戸以上の開発事業 

 

   １５０戸毎に上段の規定による集会所を整備するものとし、 

  その規模及び配分は市長との協議によって決定する。 

   

  〔１３〕 計画雨水量に関する基準 

       ・ピーク流量は、合理式を用いて以下の条件において算定する。 

       流出係数  開発前 0.7、開発後 0.9、水面 1.0 を原則とする。 

            流域面積  開発地とその放流口までの上流域は、全て検討対象区域とする。 

            降雨強度 和歌山県管内確率降雨強度の算定による 30 年確率とし、その開発           

地の地域降雨強度における開発地の流達時間内強度を用いる。 

   

  〔１４〕沈砂池及び調整池に関する基準 

   １．基本的事項 

    沈砂池 

     ・沈砂池は、開発規模が 1.0 ヘクタール以上の開発事業においては、下流水系へ     

の土砂の流出を防止するため必ず設置するものとする。 

      ただし、開発事業完了時から概ね１年以内に予定建築物が完成し、造成地の 80％以上

の地表面が屋根又は舗装等で覆われることが確実と認められる場合は、沈砂池を設置

する必要はない。 

     調整池 

     ・調整池は、開発事業により当該流域の流出機構が変化し、当該河川及び水路流量     

を著しく増加させることにより、下流の河川や水路の流下能力が不足する場合、     

河川及び水路改修に替わる代替え措置として設置するものとする。 

     ･ 調整池内に沈砂池能力を持たして施行することは妨げないが、その沈砂部形状に     

ついては、市長と協議しなければならない。  
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   ２．設計基準 

     ・沈砂池及び調整池の設置は、「防災調整池技術基準」、「大規模宅地開発に伴う調     

整池技術基準」及び「開発計画に伴う調整池技術基準」によるものとする。 

     ・沈砂池及び調整池の周囲は、防護柵（Ｈ＝1.8ｍ以上忍び返し付き、亜鉛メッ     

キ同等以上）で囲い、第三者に対する安全対策を十分に考慮するとともに、維持     

管理が容易に行えるように、必要な大きさの扉を付けなければならない。 

     ・沈砂池及び調整池は、清掃作業等が容易に行えるよう、原則として池底まで進入     

できる管理道路（有効幅員 3ｍ以上、縦断勾配 14％以下）を設けるものとする。 

      ただし、池の大きさ及び周囲の状況等により、やむを得ないと認められる場合は、     

道路等の維持管理作業ができる場所に池を隣接させなければならない。 

     ・道路等に隣接して設置された池には、管理のための階段（幅 2ｍ以上）を扉の前     

に設置しなければならない。 

      ただし、池の躯体構造上法面勾配が急で階段を設けることが難しい場合は、ステ     

ップ（防蝕処理製品）でその代替えとすることができる。 

・沈砂池及び調整池の池底は、原則としてコンクリ－トによる敷張り（ｔ＝15 ㎝     

以上、溶接金網 6×100×100 入り）を全面に施すものとする。                    た

だし、自然谷をせき止めて調整池を施工するような場合のコンクリ－ト敷張り     

は、造成完了後の設計堆積土砂量を堆積する部分に対して施工するものとする。         

・設計堆積土砂量は、造成工事施工中はその開発地の条件による基準によって決定     

し、造成完了後は林地開発の許可基準（開発地 15ｍ

3

／ｈａ／年、流入地１ｍ

3

     

／ｈａ／年）に基づくものとする。  

造成工事施工中の設計堆積年数は施行計画書によって決定し、造成完了後の設計堆積

年数は 3 年を基準とする。 

・開発地が特殊な背景を持っている場合は、別途協議により決する。           

・事業者は、工事完了検査前に調整池及び沈砂池の土砂を浚渫しなければならない。 

     ・管理道路も含めて当該施設とその用地は、市に寄附しなければならない。 

   

  〔１５〕工事中及び完了後の防災 

     ・事業者は、工事中の防災計画についてその計画図を届出書に添付しなければなら     

ない。 

     ・工事中における防災対策として、調整池を必要とする開発事業においては、先ず     

調整池（仮設も可能）を施工してから本体工事に着手しなければならない。 

     ・工事中における仮設沈砂池は、その開発規模にかかわらず施工すること。 

・開発事業完了後の宅地の保全と下流への土砂流出を防ぐために、各宅地に防災小堤を

施工すること。 
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宅地造成工事における道路の担保指針（平成 29 年 4 月 1 日 一部改正） 

 

 宅地造成工事等において、道路等に法的な担保が取れない地域に対して、市民財産の保全を図

る事を目的として田辺市独自の道路等担保指針を定める。 

 

第 1条 都市計画区域内で平成29年 4月 1日以降に申請される宅地造成工事または道路位置指定

のみによる工事において、造成主の申し出があった場合、道路位置指定を受けた上で、

下記要件①②③④を満たせば道路等を公共施設として市が引取り、市道認定を行う。 

 

第 2条 都市計画区域外で宅地造成工事規制区域内の平成29年 4月 1日以降に申請される宅地造

成工事において、造成主の申し出があった場合、下記要件①②③④を満たせば道路等を

公共施設として市が引取り、市道認定を行う。 

 

第 3条 都市計画区域外で宅地造成工事規制区域外の平成29年 4月 1日以降に着手する2,000㎡

未満の宅地造成工事において、造成主の申し出があった場合、下記要件①②③④を満た

せば道路等を公共施設として市が引取り、市道認定を行う。 

 

第 4 条 市道認定は、原則として寄付が完了した日の属する年度の３月末に認定するものとする。 

 

要  件 

 

①  道路等の公共施設は、全て市に帰属させて市道認定等を行う。但し、その条件として道路

位置指定の基準の外に袋路状道路（既存道路から 1 宅地を経るだけ、かつ延長 18ｍ以内で且

つ幅員 4ｍ以上の道路を除く）は、終端に転回広場を道路位置指定の基準に則って設置する。 

 

② 道路等の公共施設は、平成 19年 4月 1日施行の田辺市開発事業の指導要綱技術的整備基準に

基づき設置すること。 

 

③ 帰属する道路は、接続する既設公道との通行上安全な線形を確保すること、また道路内排水

は側溝等を用い確実に集水すること。 

 

④ ①②③を担保するために、申請前に関係課と道路構造等の確認のため事前協議を行い、合意

に達した内容について申請時に協定書を取り交わすこと。 



－３４－ 

 

 

 



－３５－ 

 

 

 

 

 

 

資資資資                    料料料料    

    

 

 

確率降雨強度 和歌山県 県土整備部 河川・下水道局 河川課 資料 

（平成２６年３月） 

 

【平成２６年１０月１日 適用】 

 

 

 



－３６－ 

確率降雨強度 和歌山県 県土整備部 河川・下水道局 河川課 資料 

（平成２６年３月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県確率確率確率確率 降雨強度区域図降雨強度区域図降雨強度区域図降雨強度区域図    



－３７－ 

 

 

 



－３８－ 

 

 



－３９－ 

 

 



－４０－ 

 

 


